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平成２７年８月６日 

 

 

都道府県旅行業担当部長 殿 

 

 

 

観光庁観光産業課旅行安全対策推進室長                    

 

 

 

渡航情報の名称改称・危険情報及び感染症危険情報の表現変更について 

 

 標記について、今般、外務省より、別添のとおり案内が参りましたので、貴都道府県に

おかれましては、一般社団法人日本旅行業協会及び一般社団法人全国旅行業協会非加盟の

第２種及び第３種旅行業者に対し、周知方よろしくお願いいたします。 

 また、一般社団法人日本旅行業協会及び一般社団法人全国旅行業協会においては、外務

省より標記についての案内が送付されておりますこと申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






